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船舶事故調査報告書 

 

                             平成３０年９月２６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成３０年３月４日 １４時１５分ごろ 

発生場所 鹿児島県南大隅町谷崎
たにざき

鼻北北西方沖 

 立目
た つ め

埼灯台から真方位０２３°３.１海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３１°０７.１′ 東経１３０°４０.７′） 

事故の概要  遊漁船みやび丸は、揚錨作業中、船長が負傷した。 

事故調査の経過  平成３０年３月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

遊漁船 みやび丸、４.５トン 

 ＫＧ３－４５１９２（漁船登録番号）、個人所有 

 １０.３８ｍ（Lr）×２.７７ｍ×０.８６ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、１６９.２kＷ、昭和６２年８月２８日 

 第２９５－２８１２３号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６２歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和６２年６月１１日 

  免許証交付日 平成２５年８月１３日 

         （平成３１年１月２６日まで有効） 

 死傷者等 重傷 １人（船長） 

 損傷 なし 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期、潮流 南流 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、釣り客２人（以下「釣り客Ａ」及

び「釣り客Ｂ」という。）を乗せ、釣りの目的で、平成３０年３月４

日０６時００分ごろ谷崎鼻北北西方沖の釣り場に向けて鹿児島県指宿
いぶすき

市指宿港を出港した。 

本船は、０６時４０分ごろ予定の釣り場に到着して主機を停止した

後、船首から水深約６５ｍの場所に唐人錨を投入し、直径約１８mmの

ビニロン製の錨索を約１２０ｍ延ばして船首部のたつに止め、船首を

北方に向けて錨泊した後、釣りを行った。 

本船は、１４時００分ごろ釣りを終えて帰港することとし、船長が
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主機を始動後、操舵室から左舷通路に伸ばしたリモコンで主機を極微

速力前進と中立運転と交互に操作してゆっくりと前進を始め、同時に

‘操舵室左舷側壁に設置された揚錨用ローラ’（以下「本件ローラ」

という。）に錨索を３～４回巻き付けた後、本件ローラを操作して揚

錨を開始した。 

船長は、主機が中立の状態で、錨索を手に持って本件ローラの船尾

側に立ち、本件ローラから出て行く錨索を足元に取り込んでいたとこ

ろ、足元にあった錨索がいつしか本件ローラに再度引き込まれる逆巻

き状態となって左足に絡み、１４時１５分ごろ左足が本件ローラに巻

き込まれ、身体が本件ローラと甲板との間に挟まれて負傷した。 

釣り客Ａは、左舷船尾部で後片付けをしていたところ、船長の異変

に気付いて振り返り、船長が、上体を腰から前方に折り曲げ、本件ロ

ーラと甲板との間に頭頂を船首方に向け、顔を上方に向けた状態で倒

れているのを見て釣り客Ｂに知らせ、釣り客Ｂと共に２人で船長の救

助に向かった。 

釣り客Ｂは、本件ローラが既に停止していることに気付いていた

が、念のため本件ローラの停止ボタンを押し、船長の左足に絡んだ錨

索をナイフで切断して釣り客Ａと共に船長を前部甲板まで移動させ、

本船の左舷側と右舷側に３０～５０ｍ離れてそれぞれ１隻ずつ錨泊し

ていた小型船に向かい、釣り客Ａと共に手を振ると同時に大声で救助

を求めた。 

本船の左舷側に錨泊していた小型船の船長（以下「僚船船長」とい

う。）は、本船の異変に気付き、錨を入れた状態で機関を使用して本

船に接舷して移乗した。 

 船長は、僚船船長が操縦する本船で指宿市山川
やまがわ

港へ向かい、本船が

同港に入港後、救急車及びドクターヘリによって鹿児島県鹿児島市内

の病院へ搬送された。 

 船長は、搬送先の病院で、第６、７頸
けい

椎損傷、第２、３腰椎脱臼骨

折と診断された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船（左舷側から見た状

況）、写真２ 本件ローラ及び付近の状況（１）、写真３ 本件ロー

ラのスイッチ、写真４ 本件ローラ及び付近の状況（２）、写真５ 

船長が本件ローラに左足を巻き込まれて身体が本件ローラと甲板と

の間に挟まれた状況（身体の想定図） 参照） 

その他の事項 本船の錨索は、長さ約３００ｍで、ふだんは前部甲板の倉庫に収納

しており、錨泊の際、同倉庫から錨索を繰り出して船首部のたつに取

り、残りの部分は同倉庫に収納したままにしていた。 

船長は、上下カッパにベスト型の膨張式救命胴衣を着用して長靴を

履き、頭にキャップを被っていた。 

釣り客Ａは、船長を救出しようと釣り客Ｂが錨索を切断した際、本



- 3 - 

件ローラから錨に向かう錨索が張っていなかったので、同錨索を容易

に船首マストに固定することができた。 

 僚船船長は、本船の船長が本件ローラを使って錨索を巻いている姿

を見たが、ダーンという音がして振り返ると、船長の姿が見えなくな

っていて、釣り客２人が大声を出して手を振っているのを認めた。 

 僚船船長が格納した錨索のうち、切断された部分の長さは２０ｍ程

度であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、谷崎鼻北北西方沖において、主機を使ってゆっくりと前進

しながら揚錨作業中、船長が、本件ローラの船尾側に立ち、本件ロー

ラから出て行く錨索を足元に取り込んでいた際、同錨索が本件ローラ

に引き込まれる逆巻き状態となって左足に絡み、その左足が本件ロー

ラに巻き込まれたことから、身体が本件ローラと甲板との間に挟まれ

て負傷したものと考えられる。 

 船長は、足元に取り込んだ錨索の中に左足を入れていたことから、

錨索が左足に絡んだ可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、本船が、谷崎鼻北北西方沖において、主機を使ってゆっ

くりと前進しながら揚錨作業中、船長が、本件ローラの船尾側に立

ち、本件ローラから出て行く錨索を足元に取り込んでいた際、同錨索

が本件ローラに引き込まれる逆巻き状態となって左足に絡み、その左

足が本件ローラに巻き込まれたため、身体が本件ローラと甲板との間

に挟まれたことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・揚錨作業中、揚錨用ローラに巻いた錨索の状況に注意を払い、ロ

ーラから出て行く錨索が逆巻き状態となることも考慮して、足が

同索の中に入らないような立ち位置とすること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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写真１ 本船（左舷側から見た状況） 

写真２ 本件ローラ及び付近の状況（１） 

船長がいた場所 

前部甲板の倉庫から

延出された錨索 

写真３ 本件ローラ

のスイッチ 

リモコン（操舵、主機操作）を

引っ掛けていた場所 

右回転 

錨索 

本件ローラの位置 

本件ローラのスイッチ 

船尾 
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写真４ 本件ローラ及び付近の状況（２） 

写真５ 船長が本件ローラに左足を巻き込まれて身体が本件ローラ

と甲板との間に挟まれた状況（身体の想定図） 

舷縁内側 

錨索（直径 18mm のビニロン製） 

船尾 

船尾 


